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■ 市の財政健全化判断比率を公表します
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、
平成２３年度の健全化判断比率および資金不足比率を公表します。

●問い合わせ　総務部 財政課　(81-2118

指　　標 田村市の比率 ⑥早期健全化基準

①実質赤字比率 ー １２．８４

②連結実質赤字比率 ー １７．８４

③実質公債費比率 ９．２ ２５．０

④将来負担比率 ６０．３ ３５０．０

⑤資金不足比率 ー ２０．０

平成２３年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率

①実質赤字比率
一般会計等（田村市では一般会計・授産場事業特別会計・診療所事業特別会計）の実質赤字
比率です。
※対象となる会計はすべて黒字であり、実質赤字比率は算定されません。

②連結実質赤字比率 すべての会計（一般会計等・公営事業会計（田村市では国民健康保険特別会計・老人保健特
別会計・介護保険特別会計・後期高齢者医療特別会計・田村地方介護認定審査会特別会計・
公営企業会計）の実質赤字比率です。
※対象となる会計はすべて黒字であり、連結実質赤字比率は算定されません。

③実質公債費比率
公債費や公債費に準じた経費の比重を示す比率です。
○１８％以上になると地方債の発行に県知事の許可が必要となります。
○２５％以上になると一部の地方債を発行できなくなります。
○３５％以上になるとほとんどの地方債を発行できなくなります。
※前回算定値（平成２２年度：１０．７％）と比べると、１．５ポイント下がりました。
　公債費の繰上償還を行ったことにより、比率が良化したものと考えられます。

④将来負担比率
地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債をとらえた比率です。
※前回算定値（平成２２年度：７３．８％）と比べると１３．５ポイント下がりました。
　債務負担行為に係る支出予定額の減少や関係一部事務組合における地方債残高の減少など
　により、比率が良化したものと考えられます。

⑤資金不足比率
公営企業ごとの資金不足の比率です。
※すべての公営企業において資金不足額、資金不足比率はありません。

⑥早期健全化基準 財政の早期健全化を図ることとなる基準を示し、この数値以上になると財政健全化計画の策
定などが義務付けられます。

●各指標の解説

　なお、福島県市町村財政課ホームページには県内各市町村の指標が掲載されています。
　　　　　　　http://www.pref.fukushima.jp/shichousonzaisei/
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健全化判断比率の推移

平成 24 年度 田村市自殺対策事業

「震災から1年半を迎えて」～心から元気に明日を生きるために～

防衛医科大学校 精神科学講座

講師 重村 淳 氏
[ しげむら じゅん ]
精神科医、医学博士。昭和 44 年生まれ。平成 6 年、慶應義塾大学医学部卒業。
平成 18 年より現職。災害時の心のケアを専門とし、日本トラウマティック・
ストレス学会 副会長を務めている。東日本大震災以降、福島県を 20 回以上
訪れ、復興に疾走する支援者の支援を続けている。

夫婦漫才　林家ライス・カレー子
「人生山あり谷あり」～笑いを通して自殺予防を考える～

漫才師 林家ライス・カレー子
[ はやしや らいす ]
昭和 16 年生まれ。16 歳で三升家小勝に弟子入りし、落語家としてスタート。
昭和 46 年に結婚し、故林家三平に入門、62 年に素人だったカレー子とコン
ビを組み、本格的な漫才を始める。
[ はやしや かれーこ ]
昭和 24 年生まれ。結婚後、夫婦漫才コンビをスタート。

「命を守るイベント」

い き る

「きづく、つなぐ、まもる 相談支援者研修会」

身近な人の小さなサインに気づき、ケースに応じた適切な対応ができる相談技術を身につけ、大切な命を守りましょう。

回 月日 時間 内容

第
１
回

11/7（水） 午後 1 時 15 分～ 4 時
講義Ⅰ「自殺の現状」　
講義Ⅱ「気づきを大切にして…命をつなぎ守るために」
　　　　コスモス通り心身医療クリニック　圓口博史院長
● 自殺とは？　● 自殺に対する気づき　● 自殺につながる病気や悩みについて

第
２
回

11/25（日） 午前 10 時 30 分～
午後 5 時 40 分 講義Ⅲ　自殺危機初期介入ワークショップ（実技）

　　　　ルーテル学院大学　福島喜代子教授　● 相談対応技術向上
　※ 25 日か 26 日のどちらかを選択。11/26（月） 午前 9 時 15 分～

午後 4 時 30 分

第
３
回

12 月 午後 1 時 15 分～ 4 時

講義Ⅳ「きづく・つなぐ・まもる～相談の現場から～」
　　　　司法書士 橋本善彦氏
● 自殺が心配される相談　● 自殺につながると思われるサインや気づき
● 相談事例の紹介と対応　など
講義Ⅴ「田村市の自殺対策について」

● 申込方法　11 月 2 日（金）までに電話でお申し込みください。　● 定員　50 人
● 申し込み・問い合わせ　保健福祉部 保健課 (81-2271

とき １０月２１日（日） ところ 市文化センター

ところ 船引保健センター

あなたの気持ち、話してください。 心のサインに気づいてください。

● 申し込み・問い合わせ　保健福祉部 保健課 (81-2271
　　　　　　　　　　　　各行政局 市民課

午後０時３０分～３時３０分


